
【令和５年７月１日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江東区都市景観専門委員会について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江東区 都市整備部 都市計画課 景観担当 

℡：03-3647-9183（直通） 

e-mail：keikan@city.koto.lg.jp 

目次 

都市景観専門委員会の審議対象チェックシート…………………１ 

都市景観専門委員会とは？…………………………………………２ 

景観計画の届出時期…………………………………………………２ 

都市景観専門委員会の基本的な流れ………………………………３ 

都市景観専門委員会での説明方法…………………………………４ 

令和５年度江東区都市景観専門委員会予定表……………………５ 

都市景観専門委員会資料チェックシート…………………… ６～８ 

江東区都市景観専門委員会等席次表……………………………… ９ 



1 
 

 

都市景観専門委員会の審議対象チェックシート 

                                   

 

★建築物を新築・増改築・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替 

又は色彩を変更する場合 
 

 

 

             はい           いいえ 

 

 

 

 

                          はい      いいえ 

 

 

 

はい       いいえ     はい     いいえ 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

※「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩を変更する場合」は、大規模

建築物に該当しても、都市景観専門委員会の審議が不要な場合があります。詳細は、都

市計画課にお問い合わせください。 

 

景観計画の届出は、建築確認申請や許可申請等よりも前になります。 

届出の際は、次ページの提出期限を守ってください。 

 

 

 

 

 

 

建築物の延床面積が 1,000 ㎡または、

高さ 20ｍ以上のどちらかである。 

建築物の延床面積が 

1 万㎡以上である。 

敷地が「景観重点地区」である。 

大規模建築物 

扱い。都市景観

専門委員会で審

議します。※ 

審議終了後に届

出を提出 

区と事前相談

の上、届出を 

提出（都市景観

専門委員会で

の審議は不要） 

延床面積が 1,000 ㎡以上または、

高さ 15ｍ以上のどちらかである。 

景観計画の 

届出不要 

 

大規模建築物 

扱い。都市景観

専門委員会で審

議します。※ 

審議終了後に届

出を提出※ 

区と事前相談

の上、届出を 

提出（都市景観

専門委員会で

の審議は不要） 

建物の規模関係なく、 

届出対象となる 
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（参考）江東区都市景観審議会（年に２～３回開催） 

景観づくりを適切に推進するため、区長の附属機関として設置され、江東区都市

景観条例の規定により定められた事項（①景観計画の策定や変更に関すること②

届出に関する勧告や変更命令に関すること③都市景観重要建造物等の指定及び

解除に関すること）その他景観づくりに関する重要事項に関することを調査し、

審議します。委員は学識経験者、区議会委員および公募区民等で構成。 

 

○江東区都市景観専門委員会とは？ 

区長の附属機関である江東区都市景観審議会の下部組織として、審議会の学識経験者で組

織され、審議会における専門事項を調査、審議します。 

  主な審議内容 

  景観重点地区の区域は、延床面積が 1,000 ㎡以上または高さが 20m 以上の建築物、

景観重点地区以外の区域は、延床面積が 10,000 ㎡以上の建築物、その他景観づくり

に影響を及ぼすと認められる行為について、景観上の配慮に対する意見・アドバイス

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○景観計画の届出時期 
 

 

景観重点地区（深川萬年橋・亀戸・深川門前仲町）を除く地域 
 

区   分 届  出  時  期 

建築物（延床面積が1,000㎡以上または高

さが15m以上のもの）・工作物・開発行為 

・みどりに関する行為（伐採及び移植を含

む） 

建築確認・許可申請※等(２以上の手続きを行う場合は、 

最初の手続き)の１５日前まで 

(申請手続きが不要なものは着手する日の１５日前まで) 

大規模建築物(延べ面積１万㎡以上の建築

物) 

建築確認・許可申請※等(２以上の手続きを行う場合は、 

最初の手続き)の３０日前まで 

(申請手続きが不要なものは着手する日の３０日前まで) 

 

景観重点地区（深川萬年橋・亀戸・深川門前仲町） 
 

区   分 届  出  時  期 

全ての建築物(但し延べ面積１万㎡以上の

建築物は除く)・工作物・開発行為・みど

りに関する行為（伐採及び移植を含む） 

建築確認・許可申請※等(２以上の手続きを行う場合は、 

最初の手続き)の１５日前まで 

(申請手続きが不要なものは着手する日の１５日前まで) 

大規模建築物（延べ面積１万㎡以上の建築

物） 

建築確認・許可申請※等(２以上の手続きを行う場合は、 

最初の手続き)の３０日前まで 

(申請手続きが不要なものは着手する日の３０日前まで) 

※「許可申請」の具体的な内容は、江東区ホームページまたは都市計画課の窓口にてご確認ください。 
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≪都市景観専門委員会の基本的な流れ≫ 

※江東区都市景観専門委員会は、自由な発言を確保するため、資料も含めて原則非公開で

す。 

※委員会審議の終了後、景観計画届出書を提出していただきますが、その後行われる江東

区都市景観審議会（前頁参照・年に２～３回開催）において、専門委員会の審議の概要

を報告しています。審議会については、原則公開となっていますので、審議会の資料に

ついても公開対象となり、庁舎２階の情報ステーションにおいて一定期間閲覧に供され

ます。 

計画段階 

  ↓ 

①委員会の日程を確認・予約し、景観担当・関係部署と事前相談を実施。 

（確認申請等の３～４ヶ月くらい前には事前相談をお願いします。） 

※事前相談の無い案件については、委員会で審議いたしません。 

②委員会用資料作成準備 

▲月初旬 

（委員会予約月） 

  ↓ 

委員会用資料を区に提出（１３部） 

※委員会資料は、区より各委員に送付いたします。 

区より委員会の時間や場所等の通知 

委員会の出席者名簿の提出 

▲月中旬 

（審議）１回目 

↓  

建築主・設計者出席のもと、委員会で 1 回目の審議 

▲月下旬 

  ↓ 

①区から委員会での意見を建築主・設計者あてに通知（委員会の約 1 週

間後） 

②意見に対する回答について、景観担当・関係部署と事前相談 

■月初旬 

（▲月の翌月） 

  ↓ 

委員会用資料を区に提出（１３部） 

※委員会資料は、区より各委員に送付いたします。 

区より委員会の時間や場所等の通知 

委員会の出席者名簿の提出 

■月中旬 

（審議）２回目 

  ↓ 

建築主・設計者出席のもと、委員会で 2 回目の審議（１回目の意見の回

答について） 

（審議の状況によっては、再度、翌月以降も審議・報告することになる

場合もあります） 

■月下旬 

  ↓ 

①区から委員会での意見を建築主・設計者あてに通知（委員会の約 1 週

間後） 

②意見に対する回答について、景観担当・関係部署と事前相談 

委員会了承後 最終の委員会の意見に対する回答と意見を反映させた景観計画届出書

を提出。（正副 2 部） 

＊景観計画届出書を提出する際は、提出期限を守ってください。 
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都市景観専門委員会での説明方法 

※Ｗｅｂ会議方式等になった場合は、別途ご案内いたします。 

●１回目 
◎事業者による計画の説明について・・・コロナ対応で、会議時間をできるだけ短縮する

ため、説明を省略しています。その分、資料に、計画の概要（設計コンセプトや景観へ
の配慮など）をできるだけ詳しく記載してください。 

○外壁の色彩や素材については、資料に詳しく記載するとともに、委員会でサンプル等を
できるだけ提示してください。計画を説明する中で、そのサンプル等についても説明し
てください。 

●２回目以降 
◎事業者による計画の説明について・・・コロナ対応で、会議時間をできるだけ短縮する

ため、説明を省略しています。その分、資料に、計画の概要（設計コンセプトや景観へ
の配慮など）をできるだけ詳しく記載してください。 

※原則、２回目以降の景観専門委員会資料は、回答書、案内図、回答書に関わる図面類で

結構ですが、必要に応じて資料を追加してください。 

 

 

Ａ：委員会は、月 1 回の開催です（8 月は休会）。次ページの委員会日程を確認し、   

審議を希望する月日を予約してください。 

 

Ａ：都市景観専門委員会の審議物件は、計画について委員会で了承を得た後に景 

観計画届出書（届出）を提出することができます。届出は、建築確認申請や許

可申請などよりも 30 日前または 15 日前までに提出しなければなりませんの

で、各届出の時期等に間に合うよう逆算をして余裕を持って予約してください。 

規模にも拠りますが、概ね建築確認申請や許可申請などの３～４ヶ月前頃から

景観担当と事前相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪注意≫ 

・都市景観専門委員会は、景観という公共的価値を高めるための審議を行う場である

ことを踏まえ、真摯かつ前向きな姿勢・態度で臨んでいただきますようお願いいたし

ます。 

・建築計画に伴い、下記＊のような樹木の伐採・移植を行う場合は、別途景観計画の

届出（着手の１５日前）が必要になりますので、ご注意ください。また、環境保全や

SDGｓの観点から、樹木を残置できないか、ご検討ください。難しいようであれば、

移植や再利用（ベンチにしたり、ウッドチップにするなど）もご検討ください。 

＊（1）土地の面積 100 ㎡以上の集団を形成している樹木 （2）地上 150cm の高さにおける

幹の周囲が 60cm 以上の樹木 （3）高さ５ｍ以上ある樹木 

Ｑ：委員会はいつ開催していますか？ 

Ｑ：いつ頃の委員会を予約したらいいのですか？ 
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は祝日・振替休日

令和５年 ４月 ５月 ６月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30

７月 ８月 ９月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

令和６年 １月 ２月 ３月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30

31

凡例
：都市景観専門委員会
：都市景観専門委員会の資料提出〆切日

令和5年1月17日

令和５年度　江東区都市景観専門委員会予定表

開会時間は、原則として午後２時です。ただし、６・７月は午前中に開会予定で
す。

専門委員会の資料提出〆切日は、原則として委員会開会日の２週前の金曜日で
す。（５月は除く）

3 専門委員会は通常、第３火曜日に開催いたしますが、９月は第２火曜日に開催い
たします。慣例により８月は専門委員会を開催しない予定です。
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